
- 1 -

鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○歳入の収納事務の委託 （青少年男女共同参画課取扱い）１

○保安林の指定の解除予定 （森づくり推進課取扱い）２

○保安林の指定施業要件の変更予定 （森づくり推進課取扱い）２

○生活保護法等に基づく指定医療機関等の廃止（３件） （社会福祉課取扱い）２

○生活保護法等に基づく指定医療機関等の変更事項の届出 （社会福祉課取扱い）３

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の廃止 （介護福祉課取扱い）３

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業の廃止 （介護福祉課取扱い）４

○県営土地改良事業に係る換地処分 （農地整備課取扱い）４

○県営土地改良事業の工事の完了（３件） （農地整備課取扱い）４

○基本測量の実施 （監理課取扱い）４

○基本測量の終了 （監理課取扱い）４

○公共測量の終了 （監理課取扱い）５

公 告

○大規模小売店舗の新設に関する公告 （商工政策課取扱い）５

○平成24年度鹿児島県屋外広告物講習会開催の公告 （都市計画課取扱い）６

○開発行為に関する工事の完了公告 （建築課取扱い）７

○落札者等の公告 （会計課取扱い）８

公 安 委 員 会 規 則

○自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則の一部を改正する規則（※）

（少年課取扱い）８

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活環境課取扱い）８

鹿児島県告示第843号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により，歳入の収納の事務

を次のとおり委託した。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 歳入の種類

鹿児島県手数料徴収条例（平成12年鹿児島県条例第11号）別表第１総務部の表１の項に定

める保育士登録申請手数料，保育士登録証書換え交付手数料及び保育士登録証再交付手数料

２ 委託の相手方

東京都渋谷区神宮前五丁目53番１号

社会福祉法人日本保育協会

３ 委託期間

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで
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鹿児島県告示第844号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する予定である。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 解除予定保安林の所在場所

日置市伊集院町中川字本迫992番５（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び日置市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第845号

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により，次のとおり保安林の指定

施業要件を変更する予定である。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 指定施業要件の変更予定保安林の所在場所

垂水市市木字尾中野北平1725番，1725番乙，字登尾南1740番，1744番，字長谷比良2803番，

2804番，2807番，2808番，2819番，新御堂字新光寺1314番乙，1314番丙，字塩水流1315番イ

の丙

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び垂水

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第846号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例

によるものとされた生活保護法第50条の２の規定により，指定医療機関から次のとおり廃止の

届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

名 称 所 在 地 廃止年月日

鶴田中央病院 摩郡さつま町鶴田2686 平成24年５月13日

上村内科 薩摩川内市御陵下町30－46 平成24年３月22日

垂水徳洲会病院 垂水市田神字河崎12番地２ 平成24年５月31日

鹿児島県告示第847号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及

鹿 児 島 県 公 報 平成24年７月17日（火）第2821号
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び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第54条の２第４項にお

いて準用する同法第50条の２の規定により，指定介護機関から次のとおり廃止の届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

居 宅 介 護 事 業 所
廃止年月日

名 称 所 在 地

浜崎病院 霧島市隼人町東郷90番地 平成24年３月31日

ふれあい通所ハナさんの家 曽於市大隅町岩川5503番地４ 平成24年５月31日

垂水徳洲会病院 垂水市田神字河崎12番地２ 平成24年５月31日

鹿児島県告示第848号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第55条において準用する同法第50

条の２の規定により，指定を受けた柔道整復師から次のとおり廃止の届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

氏 名 施術所の名称及び所在地 廃止年月日

木村晋一郎 こくぶ整骨院 平成24年６月１日

霧島市国分中央三丁目21－25小

野屋ビル１Ｄ

西村政博 さんこう堂整骨院徳之島院 平成24年５月25日

大島郡徳之島町亀津3061番地

横山淳 げんき整骨院 平成24年５月１日

姶良市加治木町木田57－１コミ

ュニティタウン加治木

鹿児島県告示第849号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例

によるものとされた生活保護法第50条の２の規定により，指定医療機関から次のとおり変更の

届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 指定医療機関の名称及び所在地

ひかり調剤薬局

指宿市湊二丁目12番８号

２ 変更の内容

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

名称 ミナト調剤薬局 ひかり調剤薬局 平成24年６月１日

鹿児島県告示第850号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名
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医療法人浩然会 指宿市十町1145 医療法人浩然会 指宿市十町1145 大重太真男 平成24年 短 期 入 所

指宿浩然会病院 番地 番地 ６月30日 療 養 介 護

鹿児島県告示第851号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により，指定介護予防サービス事業

者から次のとおり廃止の届出があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 指定介護予防サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

医療法人浩然会 指宿市十町1145 医療法人浩然会 指宿市十町1145 大重太真男 平成24年 介 護 予 防

指宿浩然会病院 番地 番地 ６月30日 短 期 入 所

療 養 介 護

鹿児島県告示第852号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により，土地改良事業県営畑

地帯総合整備第二畦布地区の換地計画に係る換地処分を，平成24年６月11日に行った。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第853号

土地改良事業県営シラス対策（農業用用排水施設整備）西下地区の工事は，平成19年９月10

日に完了した。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第854号

土地改良事業県営シラス対策（農道整備）西下地区の工事は，平成18年２月17日に完了した。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第855号

土地改良事業県営中山間地域総合整備（農業用用排水施設整備，農道整備，農用地保全及び

暗きょ排水）財部南部地区の工事は，平成23年３月30日に完了した。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第856号

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により，国土地理院長から次のとおり

基本測量を実施する旨の通知があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 作業の種類 基本測量（基本重力測量）

２ 作業の期間 平成24年９月１日から平成25年２月28日まで

３ 作業の地域 鹿児島市，鹿屋市，阿久根市，奄美市及び姶良市

鹿児島県告示第857号

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により，国土地理院長から平成23年12

月２日鹿児島県告示第1139号で告示した基本測量の実施は，平成24年３月30日終了した旨の通
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知があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第858号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により，

鹿児島県道路公社理事長から平成24年２月10日鹿児島県告示第153号で告示した公共測量の実

施は，平成24年３月19日終了した旨の通知があった。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

大規模小売店舗の新設に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に

より次のとおり大規模小売店舗の新設について届出があったので，関係書類を平成24年７月17

日から４月間，鹿児島県商工労働水産部商工政策課において縦覧に供する。

なお，法第８条第２項の規定により意見を述べようとするものは，「意見 意見を述べ

る理由 氏名及び住所（団体にあっては，名称，代表者の氏名及び事務所の所在地） 大

規模小売店舗の名称及び所在地」を記載した意見書を，平成24年７月17日から４月以内に，鹿

児島県商工労働水産部商工政策課に到着するよう提出すること。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

タイヨー東開店

鹿児島市東開町４番27

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び

住所並びに代表者の氏名

 大規模小売店舗を設置する者

株式会社タイヨー 代表取締役 清川和彦

鹿児島市南栄三丁目14番地

 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社タイヨー 代表取締役 清川和彦

鹿児島市南栄三丁目14番地

３ 大規模小売店舗の新設をする日

平成25年３月１日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

3,180平方メートル

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 駐車場の位置及び収容台数

第１駐車場 建物北西側 69台

第２駐車場 建物屋上 81台

 駐輪場の位置及び収容台数

第１駐輪場 建物北西側 20台

第２駐輪場 建物南西側 10台

 荷さばき施設の位置及び面積

建物北東側 90平方メートル

 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等保管施設１ 建物内北東側 13立方メートル

廃棄物等保管施設２ 建物内北東側 ６立方メートル

公 告
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廃棄物等保管施設３ 建物内北東側 ５立方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻 午前９時

イ 閉店時刻 午後11時

 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時30分から午後11時30分まで

 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

１箇所 店舗敷地南側

 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後10時まで

７ 届出年月日

平成24年６月29日

…………………………………………………

平成24年度鹿児島県屋外広告物講習会開催の公告

鹿児島県屋外広告物条例（昭和39年鹿児島県条例第83号）第19条の10第１項の規定により，

次のとおり講習会を開催する。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 開催の日時

平成24年８月28日（火）午前10時から午後５時まで

平成24年８月29日（水）午前10時から午後４時まで

２ 開催の場所

鹿児島県社会福祉センター７階大会議室（鹿児島市鴨池新町１番７号）

３ 講習会の定員

60人（先着順）

４ 講習事項等

期 日 時 間 講 習 事 項 内 容

平成24年 午前10時から 屋外広告物に関する法令 屋外広告物法，都市計画法，鹿児

８月28日 正午まで 島県屋外広告物条例，鹿児島県屋

（火） （２時間） 外広告物条例施行規則等の概要

午後１時から 屋外広告物の施工に関す 屋外広告物の種類ごとの材料，構

午後５時まで る事項 造，設置方法等について

（４時間）

平成24年 午前10時から 屋外広告物に関する法令 鹿児島市屋外広告物条例，鹿児島

８月29日 正午まで 市屋外広告物条例施行規則，道路

（水） （２時間） 法，建築基準法等の概要

午後１時から 屋外広告物の表示方法に 広告物の意匠，色彩及び形状と景

午後４時まで 関する事項 観との調和の在り方等について

（３時間）

５ 受講の一部免除

次のからまでのいずれかに該当する者は，講習事項のうち屋外広告物の施工に関する

事項についての受講を免除する。

 建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士の資格を有する者

 電気工事士法（昭和35年法律第139号）第２条第４項に規定する電気工事士の資格を有

する者

 電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第１項に規定する第１種電気主任技術者免

状，第２種電気主任技術者免状又は第３種電気主任技術者免状の交付を受けている者

 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づく職業訓練で帆布製品製造に係るも

のを修了した者，同法第28条第１項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るも
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のを受けた者又は同法第44条第１項に規定する技能検定で帆布製品製造に係るものに合格

した者

６ 受講資格

制限はない。

７ 講習手数料

2,200円（2,200円分の鹿児島県収入証紙を講習会受講申込書の所定の欄に貼り付けて提出

すること。なお，講習会受講申込書を受理した後は，講習手数料は返還しない。）

８ 受講手続

 受講希望者は，講習会受講申込書及び５により受講の一部免除を受けようとする者にあ

っては受講一部免除申請書を提出すること。

 講習会受講申込書等の提出先及び受付期間は，次のとおりとする。

ア 提出先

鹿児島県土木部都市計画課調整係（鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－

8577）

イ 受付期間

平成24年８月１日（水）から同月15日（水）まで（県の休日を除く。）の午前８時30

分から午後５時15分まで

なお，送付の方法により提出する場合は，平成24年８月15日の消印のあるものまで受

け付ける。

講習会受講申込書等の受付は，先着順に行い，受付期間内であっても定員になり次第

終了する。

 講習会受講申込書等の用紙の交付

講習会受講申込書等の用紙は，鹿児島県土木部都市計画課において交付する。

なお，同用紙を送付の方法により請求する場合は，宛先を明記し，90円分の切手を貼っ

た返信用封筒を同封すること。

９ 講習会修了証明書の交付

講習会において受講すべき事項の全部を受講した者に対して，講習会修了証明書を交付す

る。

10 その他

講習会に関する照会は，鹿児島県土木部都市計画課調整係（電話 099－286－3680）に対

して行うこと。

…………………………………………………

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成24年７月17日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

（１工区）

南九州市川辺町神殿字稲荷原1372番の一部，1374番，1375番の一部，1379番の一部，1381

番，1382番，1384番の一部，1387番の一部，1388番１，1388番２，1389番，1390番，1391番，

1392番，1393番，1394番，1395番，1396番，1397番，1398番，1399番，1400番，1401番５の

一部，1401番７の一部，1401番８の一部，1401番９の一部，1402番１，1402番２，1402番３

及び1402番４の一部，字岸ヶ平1421番の一部，1422番の一部，1424番の一部，1441番１，

1441番２，1441番４の一部，1441番９の一部，1442番の一部及び1441番４地先農道の一部並

びに字稲荷田外園1448番１の一部

２ 公共施設の種類，位置及び区域

道路 南九州市川辺町神殿字稲荷原1372番の一部，1374番の一部，1375番の一部，1379番

の一部，1381番の一部，1382番の一部，1384番の一部，1387番の一部，1388番２の一

部，1390番の一部，1391番の一部及び1392番の一部並びに字稲荷田外園1448番１の一
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部

３ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

南九州市川辺町平山3453番地

株式会社デュナミス

代表取締役 栁瀨健一

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

平成24年７月17日

鹿児島県警察本部長 杉山芳朗

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

遺失物管理システムの賃貸借 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県警察本部警務部会計課調度係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8566

３ 落札者を決定した日

平成24年５月28日

４ 落札者の氏名及び住所

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社九州支店

福岡市博多区御供所町１番１号

５ 落札金額

182,574,000円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成24年４月10日

自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成24年７月17日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

鹿児島県公安委員会規則第14号

自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則の一部を改正する規則

自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則（平成８年鹿児島県公安委員会規

則第14号）の一部を次のように改正する。

第３条第３項第１号及び第２号中「（外国人にあっては外国人登録証の写し）」を削る。

別記第１号様式備考中「（外国人にあっては外国人登録証の写し）」を削る。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県公安委員会告示第80号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成24年７月17日

公 安 委 員 会 規 則

公 安 委 員 会 告 示
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鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲぱちんこＡＫＢ48Ｖ４ 京楽産業．株式会社 2P0544

ぱちんこ遊技機 ＣＲバーチャファイターレボリュ サミー株式会社 2P0555

ーションＦＮＶ

ぱちんこ遊技機 ＣＲ新宇宙年代記ゼロデザイズＺ 株式会社高尾 2P0558

15Ａ

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡ大わんわんパラダイスＡＳ 株式会社三洋物産 2P0580

Ａ

ぱちんこ遊技機 ＣＲ餓狼伝説～双撃～ＢＬ－ＸＩ 株式会社大一商会 2P0584

ぱちんこ遊技機 ＣＲ餓狼伝説～双撃～ＢＬ－ＸＴ 株式会社大一商会 2P0600

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡ春一番ＧＬＡ 株式会社ソフィア 2P0589

回胴式遊技機 パチスロ大工の源さん２炎の源祭 株式会社三洋物産 2S0598

編ＺＰ


